
                                                                         

      ヤード経営者の方へ 

                                                  　 
（古物営業法等の遵守事項について） 

 
　　自動車解体等を行っているヤードでは、一部で外国人等が盗難自動車を解体して不
　正輸出したり、不法滞在する不良外国人のたまり場になる等の犯罪の温床になってい
　る場合があります。千葉県警察では、これら悪質ヤードに対する取締りを行っていま

 　す。
　　解体業者から部品等を有償で入手し、業として他人に売買等する場合は、古物営業

 　法、使用済自動車の解体については、自動車リサイクル法の許可が必要になります。
     ヤード経営者の方は、下記の法令を遵守して下さい。
 
  【 古物営業法  】
 

  〔無許可営業〕
 　第３条　　古物商又は古物市場主を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許

  　　　　　可を受けなければならない。
 　        　罰則  ３年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金
 
 

  〔名義貸し〕
    第９条　　古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業

  　　　　　を営ませてはならない。
  　　　　　　罰則　　　３年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金

 　　　　　　行政処分　許可の取消し
 

  〔標識の掲示〕
   第１２条　古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物
 　第１項　市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式

  　　　　　の標識を掲示しなければならない。
 　　　　　　罰則　     １０万円以下の罰金
  　　　　　 行政処分　指示又は営業停止命令
 

  〔帳簿等への記載〕
 　第１６条　古物商は、売買若しくは交換のため、古物を受け取り、又は引き渡し
 　　　　　た時は、その都度、取引年月日等を帳簿等に記載、又は電磁的方法によ

  　　　　　　り記録をしておかなければならない。
           　罰則　     ６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金
             行政処分　指示又は営業停止命令
 
　【 自動車リサイクル法  】
 

  〔解体業許可〕
  　第６０条　解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を

  　　　　　管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。
 　　　　　　
 
    なお、自動車リサイクル法においても、無許可営業や名義貸し等についても罰則が

 　設けられています。

問合せ先 
古物営業法：千葉県内各警察署生活安全課（千葉県警察本部０４３－２０１－０１１０） 
自動車リサイクル法：千葉県ヤード・残土対策課０４３－２２３－４７２２ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉市・柏市・船橋市は除く）


